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このことについて、別添のとおり業務用食品４団体協議会（日本給食品連合会、全国給食事

業協同組合連合会、（社）学校給食物資開発流通研究協会、学校給食用食品メーカー協会）より

送付されました。

当件につきましては、平成１８年３月１５日付「給食現場から出る廃棄物処理の適正化につ

いて（依頼）」で通知しており、現在、学校給食から出される廃棄物は各学校給食施設において

適切に処理されているところです。

今後とも「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」に基づき、学校給食から排

出される廃棄物の適正な処理について貴管下学校及び共同調理場あてに伝達するとともに、徹

底が図られるようご指導願います。

なお、具体的な内容については、別添資料「安全でおいしく楽しい学校給食。廃棄物の処理

も訂正に！」をご確認下さい。












